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［事案 2023-63］新契約無効請求  

・令和 5年 10 月 23 日  裁定終了 

＜事案の概要＞ 

 設計書に虚偽記載があったこと等を理由に、契約の無効を求めて申立てのあったもの。 

＜申立人の主張＞ 

令和 2 年 2 月に契約した積立利率変動型終身保険について、以下等の理由により、契約を

無効とし、既払込保険料と解約返戻金の差額を支払ってほしい。 

(1)募集人が説明に使用した設計書に記載されているしくみ図で、「主契約」と記載されている

グラフの下部に「設計内容に基づいて表示しています」と記載があるが、しくみ図のグラ

フの傾きや長さを測ると、原本が回復する時期、解約返戻金の増額率、解約返戻金額が誤

った記載内容になっている。 

(2)募集人から、積立利率が年 3％であるとの説明を受け、しくみ図にも、低解約返戻金期間

が終われば、すぐに元本が回復するかのように記載されていたことから、遅くとも 61 歳の

時には、解約返戻金が払込保険料総額を超えるだろうと考えて申込みをした。 

＜保険会社の主張＞ 

以下等の理由により、申立人の請求に応じることはできない。 

(1)募集人は、申立人が申込手続を行う際、ご契約に際しての重要事項、ご契約のしおり・約

款、設計書およびパンフレットを手渡し、その内容について説明した。 

(2)設計書は、大別すると「しくみ図」「設計内容」「保障内容」「運用実績例表」「ご契約に際

しての注意事項」「保障内容の注意事項」「運用実績例表の注意事項」に分かれており、こ

れらの各ページは、一体のものとして、内容の特性に応じて、適切なページを参照するこ

とを想定している。しくみ図は、全体の構造や各部の有機的関係を表すための図であり、

図の中から具体的な数値を読み取って使用することを想定して作られておらず、具体的な

金額等数値の詳細については運用実績例表を参照することを想定している。 

(3)設計書のしくみ図は、主契約と特約を分けて表示しており、特約部分の解約返戻金は図に

表されていない。他方で、運用実績例表の解約返戻金額は、主契約および特約を合算した

金額となっており、しくみ図と運用実績例表とを正確に対比することはできない。 

＜裁定の概要＞ 

1.裁定手続 

裁定審査会は、当事者から提出された書面にもとづく審理の他、募集時の説明内容等を把握

するため、申立人および募集人に対して事情聴取を行った。 

2.裁定結果 

 上記手続の結果、設計書に虚偽記載があったとは認められず、その他保険会社に指摘すべき

特段の個別事情も見出せないことから、和解による解決の見込みがないと判断して、手続を終

了した。 

 
 


